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（事業計画書作成担当者）
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（基金事業の執行計画） （単位：千円）

海岸漂着物地域対策推進事業 平成24年度 平成25年度 平成26年度

地域計画の策定・改定に係る事業 - 0 0

海岸漂着物等の回収・処理に係る事業 - 0 198,000

海岸漂着物等の発生抑制策に係る事業 - 0 2,000

- 0 200,000

2,000

海岸漂着物地域対策推進事業計画書（全体計画書）

島根県松江市殿町1番地

島根県

森山秀之 環境生活部　廃棄物対策課　主任

合計

都道府県の名称

所在地

０８５２－２２－５２６１

メールアドレス

200,000合計

氏名 所属部局・役職名等

ＴＥＬ
事業計画作成担当者

0

moriyama-hideyuk@pref.shimane.lg.jp

198,000



（事業計画の概要）

H24 H25 H26

- - 4100

- - 1000

備考：

各自治体における地域計画への位置づけ、その名称等

計画の概要

①全般的事項
　・本県の海岸総延長は１０２７ｋｍと非常に長く、全海岸を回収・処理することは不可能であるため、限られた財源を有効活用するために事業実施前に、県・市町村・海岸管理者による地区ブロック会議を開催し箇所を選定し実
施する。
　・県内の漂着ごみの半数は国内から発生という状況を踏まえ、県西部の「清流日本一　高津川」にて、流域小中学生への啓発活動を行う。
　　また、対岸諸国から漂着するごみについては、韓国から来日する中・高生を対象に、県内海岸の漂着ごみの実態を現場での回収を通じて確認してもらう。
②成果目標
　・発生抑制対策事業について、本事業終了後も継続して実施できるような体制を構築する。
③基金事業計画
　市町村を含めた資金の配分計画・・・県：市町村＝９：１（予定）
④実施体制　　（別紙参照）

項目

（成果目標）

回収処理量（ｔ）

雇用効果（人）

海岸漂着物地域対策推進事業計画書（全体計画書）

計画の成果目標

島根県、県内沿岸市町村

①海岸漂着物回収・処理事業　　②発生抑制普及啓発事業

　平成24年度末に策定した「島根県海岸漂着物対策推進地域計画（平成25年3月）」において各機関の役割を設定したので、その役割により海岸漂着物回収・処理事業を実施する。

計画の名称

計画の期間 平成26年度 事業実施主体



（別紙２）

事業番号 実施年度 事業名
総事業費
（千円）

補助率
補助金所要額
（千円）

事業実施者 実施方法 事業区分
海岸漂着物等
回収・処理量

(t)

雇用効果
（人/年）

他の
国庫
補助
制度
の有
無

自治
体独
自の
補助
制度
の有
無

H26 海岸漂着物地域対策推進事業 198,000 10/10 198,000

島根県、松江市、
出雲市、大田市、
江津市、浜田市、
益田市、隠岐の
島町、西ノ島町、
海士町、知夫村

業務委託
海岸漂着物等の
回収・処理に係る
事業

4,100 1,000 無 無

H26 海岸漂着物発生抑制対策事業 2,000 10/10 2,000 島根県 直営
海岸漂着物等の
発生抑制策に係
る事業

- 1 無 無

海岸漂着物地域対策推進事業計画書（全体計画書）　事業一覧表


